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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成20年11月13日(2008.11.13)

【公表番号】特表2006-519361(P2006-519361A)
【公表日】平成18年8月24日(2006.8.24)
【年通号数】公開・登録公報2006-033
【出願番号】特願2005-518537(P2005-518537)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｒ  31/04     (2006.01)
   Ｈ０１Ｑ   1/32     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｒ  31/04    　　　　
   Ｈ０１Ｑ   1/32    　　　Ａ

【誤訳訂正書】
【提出日】平成20年9月22日(2008.9.22)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アンテナへの少なくとも１つのコネクタ、例えば、自動車ウィンドウシールアンテナへ
のアンテナ信号路内のコネクタの監視用の診断方法において、
直流電流給電信号を、アンテナ信号路を介してアンテナ（１）の方向に供給し、前記直流
電流給電信号を、前記アンテナ信号路内でのコネクタ用の診断信号としても、増幅器回路
（３１）のウィンドウ側の端子端部で高周波アンテナ信号に加算し、
前記アンテナ信号路内に設けられている前記増幅器回路（３１）に、前記診断信号として
の前記直流電流給電信号を供給し、
前記診断信号は、故障した前記コネクタ（４）の場合に、前記増幅器回路（３１）の電流
給電を制御し、
前記増幅器回路（３１）の電流消費が所定の、電流消費の電流範囲（電流窓）の外側に位
置しているかどうか検出し、場合によっては障害が生起していることをシグナリングする
ことを特徴とする診断方法。
【請求項２】
　診断信号として、増幅器回路（３１）用の直流電流給電信号を使う請求項１記載の診断
方法。
【請求項３】
　診断抵抗（８）を介して診断信号を供給し、前記診断抵抗（８）での電圧降下を監視し
、少なくとも１つのコネクタ（４）での障害時に、前記診断抵抗（８）での電圧降下を用
いて、増幅器回路（３１）に対する電流給電遮断器（１０）を作動する請求項１又は２記
載の診断方法。
【請求項４】
　診断信号を、アンテナ側のコネクタ（４）通過後、増幅器回路（３１）の電流給電端子
（３２）に帰還する請求項１又は２記載の診断方法。
【請求項５】
　診断信号を、アンテナ信号路に設けられたダイバーシティ装置（２１）に供給し、続い
て、アンテナ信号路内に供給する請求項１～４迄の何れか１記載の診断方法。
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【請求項６】
　診断信号を、アンテナ信号路乃至当該アンテナ信号路の高周波ケーブル（５）を介して
ファントム給電（ｐｈａｎｔｏｍｇｅｓｐｅｉｓｔ）する請求項１～５迄の何れか１記載
の診断方法。
【請求項７】
　アンテナへの少なくとも１つのコネクタ、例えば、自動車ウィンドウシールアンテナへ
のアンテナ信号路内での少なくとも１つのコネクタの診断装置において、
アンテナ（１）の方向でのアンテナ信号路内での診断信号の生成及び供給手段、
前記アンテナ信号路内の増幅器回路（３１）に診断信号を供給する手段、
前記診断信号が、少なくとも１つのコネクタ（４）によって障害の影響を受けているかど
うかに依存して前記増幅器回路（３１）の電流給電を制御する手段、
前記増幅器回路（３１）の電流消費の検出用、及び、前記電流消費が所定の、電流消費の
電流範囲（電流窓）の外側に位置している場合、障害が生起していることをシグナリング
する手段
を有することを特徴とする診断装置。
【請求項８】
　診断抵抗（８）が、増幅器回路（３１）の供給分路内に設けられており、前記診断抵抗
（８）は、評価ユニット（９）と接続されていて、該評価ユニット（９）を用いて、前記
増幅器回路（３１）用の電流給電遮断器（１０）が操作可能である請求項７記載の診断装
置。
【請求項９】
　診断信号を、アンテナ側のコネクタ（４，４３）の通過後、増幅器回路（３１）の電流
給電端子（３２）に帰還するための手段が設けられている請求項１又は２記載の診断装置
。
【請求項１０】
　アンテナ信号路、乃至、当該アンテナ信号路の高周波ケーブル（５）を介しての、診断
信号、例えば、増幅器回路（３）用の直流電流給電信号のファントム給電部（Ｐｈａｎｔ
ｏｍｓｐｅｉｓｕｎｇ）が設けられている請求項７～９迄の何れか１記載の診断装置。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００２】
　従来技術
　単数乃至複数のコネクタの診断のために、受信機、例えばラジオ又はＴＶボックス内に
、アンテナ信号路内の増幅器回路の正常作動領域用に電流の電流範囲（電流窓）を設ける
ことが公知である。電流消費が所定の電流の電流範囲（電流窓）内にない場合、障害がシ
グナリングされる。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１１】
　コネクションが差し込まれていないか又はコネクタのコンタクトがエラーなし状態では
ない場合、高オーミック診断抵抗８での電圧降下を介して、診断抵抗８に接続された評価
ユニット９により、増幅器回路３１用の電流遮断器１０が作動状態となる。このような、
増幅器回路３１の遮断によって、電流は流れないか、又は、極めて僅かな電流しか流れな
い。この僅かな電流は、受信機２で検出され、即ち、増幅器回路３１の電流消費は、所定
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の、電流消費の電流範囲（電流窓）の外側に位置しており、受信機２での障害がシグナリ
ングされる。図１に示されているリアウィンドウシールアンテナでは、ヒートフィールド
は、一方ではアースに接続されており、その結果、ここでは、検出は、簡単に、ウィンド
ウ側の単に１つのコネクタコンタクトを介して可能である。図２に示されている実施例に
よる別個のアンテナ構造では、検出は、ウィンドウ端子コネクタ４でアースに対するブリ
ッジ４２を介して行うことができる。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１３】
　図４の実施例では、整合段３の前に接続されたダイバーシティ装置２１のコネクタも一
緒に監視される。診断信号は、ここでも、アンテナ信号路の高周波ケーブル５を介してフ
ァントム給電（ｐｈａｎｔｏｍｇｅｓｐｅｉｓｔ）され、ダイバーシティ装置２１の入力
側で分離され、ダイバーシティ装置２１の増幅器回路に供給され、出力側で高周波信号に
再度付加される。
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